
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

井

内

秀

典

給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
五
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
相
当
す
る
期
間
」
の
下
に
「
（
同
項
第
九
号
に
掲
げ
る
期
間
に
あ
つ
て
は
、

勤
務
時
間
条
例
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
介
護
時
間
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
休
暇
に
よ
り

勤
務
し
な
か
つ
た
期
間
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


